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第８次医療計画（総論）のポイント



第８次医療計画のポイント①

• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き彫りとなった地域医療の様々な課題に対応するとともに、人口構造の変化への対応
を図る。

• 令和３年の医療法改正により新たな事業として新興感染症への対応に関する事項を追加（令和４年の改正感染症法に基づく予防計画
と整合性を図る）。

• 第７次計画期間中に追加した「医師確保計画」「外来医療計画」（計画期間はいずれも３年間）についてもそれぞれのガイドライン
に基づき第８次医療計画の策定と併せて見直しを行う。その際、二次医療圏の設定について先行して議論を行う。

全体について
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• 地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等のツールを活用する。

• 新興感染症の発生・まん延時や災害時等においても必要な医療が提供できる体制の整備を進める。

【がん】がん医療の均てん化に加え、拠点病院等の役割分担と連携による地域の実情に応じた集約化を推進する。

【脳卒中】適切な病院前救護やデジタル技術を活用した急性期診療体制の構築、回復期や維持期・生活期の医療体制の強化に取り組む。

【心血管疾患】回復期及び慢性期の診療体制の強化やデジタル技術の活用等による、急性期から一貫した診療体制の整備に取り組む。

【糖尿病】発症予防、糖尿病及び合併症の治療・重症化予防のそれぞれのステージに重点を置いて取り組むための体制構築を進める。

【精神疾患】患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制整備を一層推進する。

【救急】増加する高齢者の救急や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割を明確化する。

【災害】災害拠点病院等における豪雨災害の被害を軽減するため、地域における浸水対策を進める。

【新興感染症】新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応での最大規模の体制を目指し、平時に医療機関の機能及び役割

に応じた協定締結等を通じて、地域における役割分担を踏まえた新興感染症及び通常医療の提供体制の確保を図る。

【へき地】医師の確保に配慮するとともに、オンライン診療を含む遠隔医療を活用。※改正離島振興法の内容にも留意。

【周産期・小児】保健・福祉分野とも連携し、ハイリスク妊産婦への対応や、医療的ケア児への支援にかかる体制整備を進める。

【在宅医療】「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置付け、適切な在宅医療の
圏域を設定するとともに、各職種の機能・役割についても明確化する。また、在宅医療に係る医療機関等に対し災害時にお

けるBCPの策定を支援する。

５疾病・６事業及び在宅医療について



第８次医療計画のポイント②

• 外来機能報告により得られたデータを活用し、紹介受診重点医療機関となる医療機関を明確化するとともに、地域の外来医療の提供
状況について把握し、今後の地域の人口動態・外来患者推計等も踏まえ外来医療提供体制のあり方について検討を行う。

外来医療について
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• 地域医療支援病院について、医療計画の見直しの際に必要に応じて責務の追加・見直しを検討するとともに、整備目標を定める際
には医療計画における新興感染症への対応に関する事項との連携にも留意する。

• 医療計画の内容のうち、必要な情報についてはわかりやすい形で周知を行い、住民の理解・協力を得られるよう努める。

その他の事項

• これまでの基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、毎年度、対応方針の策定率を目標としたPDCAサイ

クル通じて地域医療構想を推進することとし、策定率と地域医療構想調整会議における資料や議事録など協議の実施状況について公

表を行う等、着実に取組を推進。

※2025年以降の地域医療構想の取組のあり方については、2023～2024年度にかけて、中長期的課題について整理し、検討予定。

地域医療構想について

• 2024年４月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行されることを踏まえ、医療機関における医師の働き方改革に関する取組の
推進、地域医療構想に関する取組と連動させ、医師確保の取組を推進。

• 医師確保計画の策定において基礎となる、医師偏在指標について精緻化等を実施。

• 地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、病院と歯科診療所の連携、歯科専門職の確保、薬剤師（特に病院）の確保を進める。

• 特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と確保を推進する。

医療従事者の確保について

• 医療事故調査制度運用の要である病院等の管理者の理解をより深めるため、研修の受講を推進する。

• 相談対応の質の向上を図る観点から、医療安全支援センターの相談職員の研修の受講を推進する。

医療の安全の確保等について



○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床数
の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されることと
なり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。その後、平成30年の医療法改正により、「医師確保計画」及び「外来
医療計画」が位置付けられることとなった。

医療計画について

・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ごとの医
療需要と将来の病床数の必要量等を推計。

○ 地域医療構想

記載事項（主なもの）

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患）。

６事業･･･６つの事業（救急医療、災害時における医療、
新興感染症発生・まん延時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急
医療を含む。））。

○ ５疾病・６事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を把握し、
課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築のための具体
的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う
（PDCAサイクルの推進）。

○ 医師の確保に関する事項

・ 三次・二次医療圏ごとに医師確保の方針、目標医師数、具体的な
施策等を定めた「医師確保計画」の策定（３年ごとに計画を見直し）

・ 産科、小児科については、政策医療の観点からも必要性が高く、
診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、個別に策定

○ 医療圏の設定、基準病床数の算定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入/流出割
合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位と
して区分。

計画期間

○ ６年間 （現行の第７次医療計画の期間は2018年度～2023年度。第８次医療計画の期間は2024年度～2029年度。中間年で必要な見直しを実施。）

５２医療圏（令和３年10月現在）

※都道府県ごとに１つ（北海道のみ６
医療圏）

【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設
定。 ただし、都道府県の区域が著しく
広いことその他特別な事情があるとき
は、当該都道府県の区域内に二以上
の区域を設定し、また、都道府県の境
界周辺の地域における医療の需給の
実情に応じ、二以上の都道府県にわた
る区域を設定することができる。

三次医療圏

【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相
当である単位として設定。その際、以下の社会
的条件を考慮。

・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等

３３５医療圏（令和３年10月現在）

二次医療圏

・ 外来医療機能に関する情報の可視化、協議の場の設置、医療機
器の共同利用等を定めた「外来医療計画」の策定
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○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ 新興感染症発生・まん延時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療

○地域医療構想（※）

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)（※）

○医師の確保(医師確保計画)(※)

○医療従事者(医師を除く)の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数 等

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

医 療 計 画

※ 地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定ガイドライン」を厚生労働省からそ
れぞれ示している。

医療計画の策定に係る指針等の全体像
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二次医療圏の設定について



二次医療圏の見直しに関する考え方
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医療計画について（令和５年３月31日医政局長通知） 医療計画について（平成29年３月31日医政局長通知）

４ 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について
（２）既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合

は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人口規模が患者の受療動向に大
きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域への患者の流入及び当該圏域からの患
者の流出の実態等を踏まえて検討すること。
特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の

推計流入入院患者割合（以下「流入患者割合」という。）が20％未満かつ推計流出入院患者割
合（以下「流出患者割合」という。）が20％以上となっている既設の二次医療圏については、
入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、設定の見直
しについて検討することが必要であること。また、検討の結果、見直しを行わないこととする
場合には、その理由（地理的条件、当該圏域の面積、地理的アクセス等）を明記すること。さ
らに、人口規模が100万人以上の二次医療圏については、構想区域（法第30条の４第２項第７
号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）としての運用に課題が生じている場合が多いこと
を踏まえ、必要に応じて区域の設定の見直しについて検討するとともに、地域医療構想調整会
議（法第30条の14第１項に規定する協議の場をいう。）について、構想区域内をさらに細分化
した地域や地域の医療課題等の協議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫を行うことと
する。
また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させることが適当であることか

ら、構想区域に二次医療圏を合わせるよう必要な見直しを行うこと。

４ 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について
（2） 既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合

は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人口規模が患者の受療動向に大
きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域への患者の流入及び当該圏域からの患
者の流出の実態等を踏まえて見直しを検討すること。
特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床

の推計流入入院患者割合（以下「流入患者割合」という。）が20％未満、推計流出入院患者
割合（以下「流出患者割合」という。）が20％以上となっている既設の二次医療圏について
は、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、設定の
見直しについて検討することが必要である。なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏
の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間等も考慮することが必要である。
また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させることが適当であることか

ら、構想区域に二次医療圏を合わせるよう必要な見直しを行うこと。

（別紙）
医療計画作成指針

第４ 医療計画作成の手順等
２ 医療圏の設定方法

（１） （略）
① 人口構造、患者の受療の状況（流入患者割合及び流出患者割合を含む。）、医療提
供施設の分布など、健康に関する需要と保健医療の供給に関する基礎的事項について
は、二次医療圏単位又は市町村単位で地図上に表示することなどを検討すること。ま
た、人口規模が100万人以上の二次医療圏については、構想区域としての運用に課題
が生じている場合が多いことを踏まえ、必要に応じて区域の設定の見直しについて検
討するとともに、地域医療構想調整会議について、構想区域内をさらに細分化した地
域や地域の医療課題等の協議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫を行うこ
と。なお、患者の受療状況の把握については、患者調査の利用の他、統計学的に有意
な方法による諸調査を実施することが望ましい。
人口規模が20万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体

の区域として成り立っていないと考えられる場合（特に、流入患者割合が20％未満で
あり、流出患者割合が20％以上である場合）、その設定の見直しについて検討するこ
と。なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までの
アクセスの時間等も考慮することが必要である。
また、設定を変更しない場合には、その理由（地理的条件、当該圏域の面積、地理

的アクセス等）を明記すること。
② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政機関
の管轄区域、学校区（特に高等学校に係る区域）等に関する資料を参考とすること。

③ 構想区域に二次医療圏を合わせることが適当であること。

（別紙）
医療計画作成指針

第４ 医療計画作成の手順等
２ 医療圏の設定方法
（１） （略）
① 人口構造、患者の受療の状況（流入患者割合及び流出患者割合を含む。）、医療提供
施設の分布など、健康に関する需要と保健医療の供給に関する基礎的事項については、
二次医療圏単位又は市町村単位で地図上に表示することなどを検討する。なお、患者の
受療状況の把握については、患者調査の利用の他、統計学的に有意な方法による諸調査
を実施することが望ましい。
人口規模が20万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区

域として成り立っていないと考えられる場合（特に、流入患者割合が20％未満であり、
流出患者割合が20％以上である場合）、その設定の見直しについて検討する。なお、設
定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間
等も考慮することが必要である。
また、設定を変更しない場合には、その考え方を明記するとともに、医療の需給状況

の改善に向けた具体的な検討を行うこと。

② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政機関の
管轄区域、学校区（特に高等学校に係る区域）等に関する資料を参考とする。

③ 構想区域（法第30条の４第２項第７号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）に二
次医療圏を合わせることが適当であること。



５疾病・５事業及び在宅医療における圏域の考え方
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医療計画について（令和５年３月31日医政局長通知） 医療計画について（平成29年３月31日医政局長通知）

第４ 医療計画作成の手順等
５ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の
手順

（２） 作業部会及び圏域連携会議の設置
都道府県は、５疾病・５事業及び在宅医療について、それぞれの

医療体制を構築するため、都道府県医療審議会又は地域医療対策協
議会の下に、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて協議
する場（以下「作業部会」という。）を設置すること。また、必要
に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場
（以下「圏域連携会議」という。）を設置すること。
作業部会と圏域連携会議は、有機的に連携しながら協議を進める

ことが重要であり、原則として、圏域連携会議における協議結果は
作業部会へ報告すること。また、それぞれの協議の内容・結果につ
いては、原則として、周知・広報すること。
① 作業部会
ア （略）
イ 内容

作業部会は、下記の事項について協議する。
（ア） 地域の医療資源の把握

医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各
医療機能の要件を満たす医療機関を確認すること。また、
患者動向等も加味して、地域において不足している又は調
整・整理が必要な医療機能を明確にする。なお、可能な限
り二次医療圏を基礎として医療資源を把握すること。

（イ） 圏域の設定
上記（ア）に基づき、圏域を検討・設定する。その
際、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて特有
の重要事項（５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係
る流入患者割合、流出患者割合を含む。）に基づき、従来
の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応
じて弾力的に設定すること。

第４ 医療計画作成の手順等
６ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の
手順

（２） 作業部会及び圏域連携会議の設置
都道府県は、5疾病・5事業及び在宅医療について、それぞれの

医療体制を構築するため、都道府県医療審議会又は地域医療対策協
議会の下に、5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて協議す
る場（以下「作業部会」という。）を設置する。また、必要に応じ
て圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場（以下
「圏域連携会議」という。）を設置する。
作業部会と圏域連携会議は、有機的に連携しながら協議を進める

ことが重要であり、原則として、圏域連携会議における協議結果は
作業部会へ報告すること。また、それぞれの協議の内容・結果につ
いては、原則として、周知・広報すること。
① 作業部会
ア （略）
イ 内容

作業部会は、下記の事項について協議する。
（ア） 地域の医療資源の把握

医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各
医療機能の要件を満たす医療機関を確認する。また、患者
動向等も加味して、地域において不足している医療機能あ
るいは調整・整理が必要な医療機能を明確にする。なお、
可能な限り二次医療圏を基礎として医療資源を把握する。

（イ） 圏域の設定
上記（ア）に基づき、圏域を検討・設定する。この場

合、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて特有
の重要事項（５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係
る流入患者割合、流出患者割合を含む。）に基づき、従来
の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応
じて弾力的に設定する。



基準病床数制度について



○ 病院又は診療所の開設等を行う場合は、都道府県知事（保健所設置市長、特別区長）に開設等の許可申
請を行い、許可を受ける必要。（医療法第７条）

○ 開設等の許可に対し、既存の病床数が基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、以下のとおり対応。

仕組み

病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国

的に一定水準以上の医療を確保

目的

①公的医療機関等（※）

・ 都道県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可をしないことができる。（医療法第７条の２）
※ 公的医療機関等： 医療法第３１条に定める公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者（地方独立行政法人、日本赤十字社、

社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等）の開設する医療機関）及び医療法第７条の２第１項２号から８号に
掲げる者（共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等）が開設する医療機関

②その他の医療機関
・ 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
開設・増床等に関して、勧告を行うことができる。（医療法第30条の11）
・ 病床過剰地域において、開設許可等に係る都道府県知事の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を行わな
いことができる。（健康保険法第65条第４項）

特例措置

○ 病床過剰地域であっても、一定の条件を満たす場合には、特例として新たに病床を整備することが可能。
＜特例が認められるケース＞
・ がん又は循環器疾患に係る専門病床など、特定の病床を整備する場合
・ 公的医療機関等を含め、複数の医療機関の再編統合を行う場合 等

基準病床数制度について
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○ 都道府県は、以下の算定式（ア＋イ±ウ）に基づき、二次医療
圏単位で一般病床及び療養病床に係る基準病床数を設定。

ア 「一般病床」 ＝
((性別・年齢階級別人口)×(性別・年齢階級別一般病床退院率)×
(平均在院日数)＋(流入入院患者)－(流出入院患者))÷病床利用
率

イ 「療養病床」 ＝
((性別・年齢階級別人口)×(性別・年齢階級別療養病床入院受療
率)－(在宅医療等で対応可能な数)＋(流入入院患者)－(流出入院
患者))÷病床利用率

ウ 「都道府県を越えた患者流出入」
都道府県は、県外への流出患者数が県内への流入患者数を上回る場合、
流出先都道府県と協議を行い合意を得た数を基準病床数に加減すること
ができる。

○ 「一般病床」及び「療養病床」以外の病床（「精神病床」「結核
病床」「感染症病床」）の基準病床数は、以下の全国統一の考
え方により、都道府県の区域ごとに算定されている。

＜既存病床として算定する対象＞
・ 病院の一般病床及び療養病床

・ 有床診療所の一般病床（平成19年１月１日以後に使用許可を
受けたものに限る）及び療養病床

・ 介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数（平成30年４
月１日以後に療養病床から転換を行ったものに限り、令和６年３月31
日までの間は既存病床数として算定）

＜既存病床数の補正＞
職域病院等の病床は、部外者が利用している部分を除き、特定の患
者のみが利用しているため、既存病床数には算定しない。（医療法施行
規則第30条の33）

「職域病院等」
・国等（宮内庁、防衛省、労働者健康安全機構等）の開設する病院等

・特定の事業所の従業員（家族）の診療のみを行う病院

・医療型障害児入所施設である病院

・放射線治療病室の病床

・ハンセン病療養所の病床 等

基準病床数 既存病床数（一般・療養病床）

基準病床数：全国一律の算定式により、都道府県が設定する病床数（地域で整備する病床数の上限）

既存病床数：基準病床数と比較し、病床過剰地域か否かを判断する際の基準となる病床数

➢ 精神病床
都道府県の年齢階級別人口、１年以上継続して入院している割合、病床利用率
等から計算し設定。

➢ 結核病床
都道府県において結核の予防等を図るため必要な数を都道府県知事が設定。

➢ 感染症病床
都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に都道

府県知事が設定。

基準病床数と既存病床数
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都道府県外への流出入を見込む場合、それぞれの都道府県間で調整協議を行い、合意を得た数を加減。

平均在院日数人口 ×

一般病床
退院率 ＋

流入
入院患者数

流出
入院患者数－× 病床利用率÷

ア：一般病床

介護施設、在宅医
療等対応可能数人口 ×

療養病床
入院受療率 ＋

流入
入院患者数

流出
入院患者数－－ 病床利用率÷

イ：療養病床

ウ：都道府県を越えた患者流出入

○ 各都道府県において、一般病床・療養病床は二次医療圏ごとに、以下の算定式に基づき算出。

一般病床及び療養病床の基準病床数 ＝ ア ＋ イ ± ウ

項目 都道府県知事が算定に用いる値

①人口 性・年齢階級別（医療計画作成時の夜間人口であって、最近のもの）を活用。

②一般病床退院率 国が設定した、性・年齢階級別かつ地方ブロック別の値を活用。 【平成29年患者調査】

③平均在院日数 国が設定した、地方ブロック別の値を上限として、都道府県知事が設定した値を活用。【平成27年・令和元年病院報告】
（参考：第７次の設定 13.4～16.3日）

④病床利用率 国が設定した値を下限として、都道府県知事が設定した値を活用 【平成28～令和元年病院報告の平均】
（参考：第７次の設定 一般76％、療養90％）

⑤療養病床入院受療率 国が設定した、性・年齢階級別の値を上限として、都道府県知事が設定した値を活用。 【平成29年患者調査】

⑥介護施設及び在宅医療
等対応可能数

都道府県が、地域医療構想における推計と整合的に設定した値を活用。
※地域医療構想では、令和７年に向けて、現在の療養病床以外で対応可能な患者は介護施設・在宅医療等で対応する前提を置
き、病床数の必要量を推計。医療計画の基準病床も、これに相当する需要（対応可能数）を除外して計算。

① ② ③ ④

⑤① ⑥ ④

基準病床数の算定式

告示で定める部分

都道府県が設定する部分
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北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州

第8次（2024～） 16.5 16.1 14.7 15.9 14.1 15.5 16.3 17.1 17.3

（参考）

第7次（2018～2023）
15.7 15.3 13.6 15.3 13.4 14.7 15.4 15.9 16.3

③平均在院日数（ブロック別）

④病床利用率

一般病床 療養病床

第8次（2024～） 76％ 88％

（参考）

第7次（2018～2023）
76％ 90％

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州

第8次（2024～） 118.0 87.6 89.2 104.9 86.9 106.3 104.3 97.7 105.6

（参考）

第7次（2018～2023）
112.0 87.3 84.7 99.0 83.3 97.2 101.8 96.3 101.0

②一般病床退院率（性・年齢階級別、ブロック別）（下表は75～79歳男性の例。人口10万対。）

０～１４ １５～１９ ２０～２４ ２５～２９ ３０～３４ ３５～３９ ４０～４４ ４５～４９ ５０～５４ ５５～５９ ６０～６４ ６５～６９ ７０～７４ ７５～７９ ８０歳以上

第8次（2024～）
男 0.0 3.2 6.2 6.2 8.3 10 18.8 33.5 51.2 87.2 140.4 212.6 330.7 541.7 1395.7

女 0.0 3.4 3.3 3.3 5.7 7.7 8.6 19.2 32 55.2 78.3 130.8 242.7 498.7 1970.2

（参考）

第7次（2018～2023）

男 0.0 3.3 3.1 5.9 7.9 9.1 18.2 27.7 51.2 86.8 138.4 215.2 333.4 617.8 1519.7

女 0.0 3.4 3.3 3.1 5.4 9.4 10.3 16.4 30.9 49.3 80.9 137.1 261.9 591.3 2239.4

⑤療養病床入院受療率（性・年齢階級別）

平成29年患者調査より算出（前回は平成26年）

③平均在院日数の算出方法の詳細（短縮率の設定）
2019年の在院日数に、地方ブロックごとに採用する短縮率を乗じる。
①2019年の平均在院日数が全国値を下回る場合→当該ブロックの短縮率
②2019年の平均在院日数が全国値を上回る場合→当該ブロックの短縮率
と全国値の短縮率に１％を加えたものを比較し、短縮率の高い方

平成27年、令和元年病院報告より算出（前回は平成21年、平成27年）

平成28年～令和元年病院報告より、４年の平均を算出
（前回は平成22年～平成27年）

※ なお、上記の値が、各地域における直近の病床利用率を下回る場合には、上記の値以上当該地域に
おける直近の病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定めた値を利用することができる。

基準病床の算定に用いる値

⑥介護施設・在宅医療等対応可能数

・「地域医療構想」では、令和７年（一部地域では
令和12年）に向けて、病床以外で対応可能な患

者は在宅医療等で対応する前提を置き、病床数
の必要量を推計。

・「医療計画」における基準病床数も、この推計と
整合を図るため、計画期間の終期（令和11年度

末）時点で対応すべき量を、基準病床から除外す
ることとした。

H29
年度

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Ｃ３未満

地域医
療構想

医療区分１の70％
＋

地域差解消分
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